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生活支援体制整備事業って何？ 

誰かの力を借りることって悪いこと？ 

自分のことは自分で解決すべき？ 

会議をしたり 講話をしたり 話を聞いたり 

このように支え合える仕組みを 

住民のみなさまと一緒に作っていく事業です。 

電球の交換が 

難しい 

得意を活かす 

ごみ捨てが難しい 

ついでに捨てる 

例えると… 

優先順位がすごく高いわけじゃないけど、 

もう少し○○が出来たら、過ごしやすいのにな…。 

○○さえ解決できれば、気持ちに余裕が生まれるん

だけどな…。 

 

ご近所さんでも企業さんでも 

「手伝ってほしい」とまずは伝えてみる。 

そして、助けてもらうだけでなく、 

助け合える関係性を作っていく。 

そのために、住民のみなさまのお話を聞きに行

ったり、助け合うことについてお話させていた

だいたり、会議を開いたりしています。 

すぐに結果が出るものではありませんが、み

なさまのお話を聞きながら進んでいきますの

でどうぞ、よろしくお願いいたします！ 


